
公 示 送 達 書 

 

芦屋市告示第１６４号 

  

   地方税法第２０条の２第１項及び芦屋市市税条例第６条並びに国民

健康保険法第７８条の規定により、次の書類を公示送達します。 

     

    書類は債権管理課で保管していますので、御来庁の上受領してくださ

い。 

 

  令和８年６月２３日 

                           

               芦屋市長 髙 島 崚 輔 

 

（注意）地方税法第２０条の２第３項の規定により、令和８年６月３０日

にその書類の送達があったものとみなされます。 
 

送達を受けるべき者の氏名、名称 送達する書類の名称 

武久 結華子 
差 押 調 書 （ 謄 本 ） １ 通 

令和７年度国民健康保険料第３～９期督促状 各１通 

以下余白  

 


